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第５章 ふれあい つながる 協働のまちづくり 

１ コミュニティ活動の促進 

 

《方針》 

◎地域で豊かに暮らすために、自治会やコミュニティ活動の推進を図ります。 

 

 

【これまでの取組】 

・地域コミュニティ活動の促進を図るため、町⺠会館を設置し⾃治活動を⽀援すると
ともに、⾃治会運営や⾃治会活動の積極的な参加や取り組みを⽀援しています。 

 

 

 

施策の背景と取組内容 

施策の背景 

・町民の高齢化と少子化により、自治会活動が縮小しています。 

・会員数の減少により一部の単位自治会が存続できない状況にありま

す。 

・ボランティア活動の促進や防災活動のために、自治会の組織強化が必

要です。 
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施  策 施策の内容 

① 住⺠⾃治の根幹となる⾃治会運
営活動の促進・向上を図ります。 

〇⾃治会連合会の運営活動の育成 
〇⾃治会活動への⽀援 
〇町⺠会館等の利⽤促進 
〇⾃治会同⼠の交流や連携の推進 
〇⾃治会統合へ向けた相談体制の強化 

② ⾃治会や各ボランティア組織を
中心に景観・環境保全、防災福祉な
ど多様な面で地域コミュニティ活
動の促進を図ります。 

〇⾃治会の地域コミュニティ活動への⽀援 
〇⾃主防災組織などの組織化の推進 
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２ 移住・定住対策の促進 

《方針》 

◎町の魅力を効果的に発信し、移住者が安心して暮らせる環境を整え、定住の促進を図り

ます。 

 

 

【これまでの取組】 

・移住・定住対策を促進させるために、町のホームページにお試し暮らしや助成制度
の情報を掲載し、道外の移住者相談会へ参加しているほか、定住をサポートする会
と連携し移住者を⽀援する体制を整えています。 

・移住・定住情報に特化したホームページ「オオゾライフ」で移住希望者へ情報発信 
を⾏っています。 

 

 

 

施策の背景と取組内容 

施策の背景 

・町の魅力や暮らしやすさを積極的にＰＲしながら移住者を増やす取

り組みが必要です。 

・移住者が安心して暮らせるように、地域で支える仕組みづくりが必要

です。 

・安心して子どもを産み育てる住環境の整備が必要です。 

・子育て世代の定住を促進する必要があります。 

・町の知名度を高めるため、道内や道外への情報発信が必要です。 

・町民が自分たちの町の素晴らしさを積極的に発信する取り組みが必

要です。 

・空港や道の駅、町のキャラクターを活かした情報発信が必要です。 

・ふるさと会を通じた、新たな情報発信や収集のあり方を考えていく必

要があります。 
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施  策 施策の内容 

① 移住に関心がある人への情報発
信を⾏うとともに、移住に関する
サポート体制の充実を図ります。 

〇移住希望者に対する情報発信 
〇移住者が安心して暮らせるための情報提供とサ

ポート体制の強化 
〇移住・定住⽀援に関する制度の検討 

② 子育て⽀援の取り組みを積極的
に周知し、子育て世代の定住促進
を図ります。 

〇子育て施策を総括した分かりやすい情報の発信 
〇子育て世代に対する住宅建設への⽀援 

③ 様々な媒体を利⽤した情報発信
に合わせ、町⺠のＰＲにより町の
知名度を⾼めます。 

〇空港所在地の優位性を活かした情報発信 
〇ふるさと会や町⺠を通じた情報の発信と収集 
〇「オオゾライフ」による情報発信 
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３ 情報ネットワークの整備 

《方針》 

◎多様化する情報化社会を見据えた情報通信基盤を整備するとともに、町民の利便性の向

上につながる情報ネットワークの充実に努めます。 

 

 

【これまでの取組】 

・町内の通信基盤については、⺠間の光通信網や衛星ブロードバンド※機器により整備
されているほか、公共施設間を光ケーブルで繋ぐなど、ネットワークの整備と充実
に努めています。 

・インターネットによる情報提供の充実のため、町⺠の暮らしに関わる情報や議会中
継の動画配信、パブリックコメント※の実施や各種申請様式の配信サービスを実施し
ています。 

 

 

施策の背景と取組内容 

施策の背景 

・民間事業者によって事業展開される超高速ブロードバンドサービス

の町内普及の格差解消を望む声が多くなっています。 

・町民サービスの向上のため、今後も情報通信技術を活用していくこと

が必要です。 

・災害時にも行政事務を継続でき、災害情報を確実に届けることができ

る環境の整備が課題です。 

・インターネット利用者の増加、スマートフォン・タブレット端末の普

及により、申請や各種手続きなど行政事務の利便性の向上が求められ

ています。 

 

□ブロードバンド：電波や電気信号、光信号などの周波数の帯域幅が広い通信網のこと。 

□パブリックコメント：町が条例や計画等をつくる際、広く（パブリック）町民から意見（コメント）などを求める手続のこと。 
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施  策 施策の内容 

① ⾼度無線環境整備推進事業を活
⽤して、電気通信事業者（⺠設⺠
営）による⾼速・⼤容量の伝送路設
備等の整備を⾏います。 

〇光ファイバー網の整備による、⾼速ブロードバ 
ンドサービスの提供を実現 

② 町⺠の利便性の向上につながる
情報ネットワークの充実を図り、
災害に強い情報網の構築を図りま
す。 

〇災害時のための業務継続計画の策定 
〇公共施設間の情報網の強靭化 

③ ⾏政⼿続きに関する申請書の提
供や意⾒公募を⾏うなど、インタ
ーネットを利⽤した情報提供の充
実を図ります。 

〇ホームページからの緊急情報の発信 
〇ホームページにおける各種申請書等の提供 
〇ホームページへの審議会情報の公開やパブリッ

クコメントの実施 
〇新たな情報配信システムの検討 
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４ 町民と行政の協働 

 

《方針》 

◎町民と行政が認識を深めながら、まちづくりに参加しやすい仕組みをつくり、町民が主

体となった自治の実現を図ります。 

 

【これまでの取組】 

・⾃治の基本理念や町⺠の権利と役割、議会及び⾏政の責務を明らかにするために、
「⾃治基本条例」を制定し、まちづくりへの町⺠参画を進め、町⺠が主体的に⾏う
まちづくり活動に対して⽀援を⾏っています。 

・町政に関する情報の共有のため、広報誌やホームページを通じた分かりやすい情報
の発信に努めているとともに、ふれあいトークやふれあい意⾒箱、町⻑へのメール
など幅広い⼿法で広聴活動を実施しています。 

・町が所有する個人情報を適切に扱うために、個人情報保護条例を制定し、情報の取
り扱いに関する基本的事項を定めるとともに、個人情報開示請求等に対する調査や
審議を⾏う機関として、個人情報保護審査会を設置しています。 

 

施策の背景と取組内容 

施策の背景 

・自治基本条例の趣旨を町民が理解できるように周知を図ることが必要

です。 

・町民の意向を踏まえたまちづくりが必要とされています。 

・町民が積極的にまちづくりへ参加できるように意識を高める取り組み

が必要です。 

・仕事と家庭を両立する家庭が増えているため、働きやすい環境が求め

られています。 

・町民が親しみを持てるような広報誌づくりが必要です。 

・難しい行政情報を分かりやすく町民に伝えることが必要です。 

・町民が分からないことを聞いたり、意見を伝えやすい仕組みをつくる

ことが大切です。 

・多くの町民がふれあいトークに参加できるように、開催時期や方法を

検討する必要があります。 

・個人情報保護に十分留意しつつ、必要な情報を公開していくことが必

要です。 

・災害時の救助活動のために、自治会などにおいて、あらかじめ支援が

必要な人を把握しておく必要があります。 
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施  策 施策の内容 

① 町⺠主体の⾃治の実現を図り、
町⺠が⾃主的・主体的に⾏うまち
づくりと優れた人材の育成を図り
ます。 

〇⾃治基本条例の⾒直しや実効性の向上 
〇情報の共有・町⺠の参加・協働の仕組みづくり

の推進 
〇町⺠が主体となったまちづくりの推進 
〇活⼒と潤いのある元気なまちづくりのための補

助制度の実施 

② 男⼥が共に社会に参加しやすい
環境づくりに努めます。 〇男⼥共同参画に関する啓発活動の実施 

③ 広報活動を通じて、分かりやす
く情報を伝え、町⺠の意⾒をまち
づくりに反映させるように努めま
す。 

〇広報誌・ホームページなどによる広報事業の充
実 

〇町政懇談会や意⾒箱の設置による広聴事業の実
施 

④ ⾏政情報については、個人情報
の保護に⼗分留意しながら、公開
を推進します。 

〇保護すべき情報の整理と条例の趣旨及び内容の
周知 
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５ 自律する自治体経営の確立 

《方針》 

◎効率的な行政経営と収支のバランスに配慮した財政の健全化に努め、近隣市町と効果的

な連携を図りながら、町民ニーズに対応した行政運営を進めます。 

 

【現状】 

・効率的な⾏政経営の推進のために、組織・機構の⾒直しや事業の進捗管理、職員の
定員適正化を⾏い、⾏政情報システムを適宜更新し機能改善を図っています。 

・健全な財政運営を⾏うため、人件費の削減や新たな町債発⾏の抑制など経常的な経
費の削減に努めています。 

・ごみ処理や下⽔道事業、消防体制において周辺市町と連携し広域的に事業を実施し
ているほか、網⾛市と定住⾃⽴圏協定※を締結し、休⽇における医療体制の確⽴、⽣
活路線バスの維持において相互連携を図っています。 

・納税等の機会における感染症等の拡⼤を防⽌するとともに、町⺠の利便性を向上す 
るため、コンビニエンスストア等収納の導入を進めています。 

・公共施設等の最適化と財政負担の軽減及び平準化を図るため、公共施設等総合管理 
計画を策定しています。 

□定住自立圏協定：5～10 万人規模の市を中心とする圏域を「定住自立圏」として設定し、圏域で一つの生活圏を形成するために関係市町村が

結ぶ協定のこと。 

 
施策の背景と取組内容 

施策の背景 

・限られた財源を有効に活用するため、職員のコスト意識を高め、組織

的に経費節減に取り組むことが必要です。 

・対応すべき行政需要の範囲の見直しを行う必要があります。 

・行政サービスの利用に見合った応分の負担を求めるために使用料など

の見直しを定期的に行う必要があります。 

・町民サービスの向上が見込まれる事務事業の民間への委託が求められ

ています。 

・職員の適切な配置及び能力や資質を高め、行政サービスの質を高める

必要があります。 

・行政情報システムを適宜更新し行政サービスの質の向上につなげてい

く必要があります。 

・町税の収納率向上に努め主たる財源を確保する必要があります。 

・滞納の解消は税負担の公平性の観点から納税意識を高める必要があり

ます。 
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・町の魅⼒と、ふるさと応援寄附⾦の取組を広く発信するため、ふるさと応援寄附⾦募集サ 
イトにおける登録先の拡⼤を⾏っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

施  策 施策の内容 

① 町⺠と⾏政が⼀体となった⾏政
経営を推進するため、公平性と透
明性を確保し効果の⾼い事業によ
る⾏政運営を推進します。 

〇継続した⾏政改⾰の推進 
〇事業内容の検証及び財政状況との整合性の確⽴ 
〇町⺠ニーズに即した公共施設の運営⽅法の検証 

② 職員の能⼒や資質の向上を図
り、⾏政事務の電算化などにより
事務の効率化を図ります。 

〇職員の能⼒・資質向上のための研修の実施 
〇職員の定員適正化 
〇各種業務の効率を⾼めるための電算化の推進及

び⾏政情報システムの更新 

③  町税や各種使⽤料における収
納率の向上及び適正な債権管理
に努めます。 

〇町税、各種使⽤料の収納率向上 
〇徴収部門の連携による収納率向上対策の実施 
〇滞納者への⾏政サービスの⼀部制限の検討 
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施策の背景 

・合併後 10 年が経過した後の交付税の段階的縮減に対応するため効率

的な財政運営が求められます。 

・公共施設が老朽化していくなか、施設更新のための計画的な検討が必

要です。 

・ふるさと応援寄附金の制度を活用し、町の魅力を発信するとともに、 

寄附金募集の取り組みをＰＲする必要があります。 

・中心市との協定により圏域での医療や公共交通などの連携を進めてい

ますが、必要な生活機能の向上に向けた協議が必要です。 
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施  策 施策の内容 

④  財政状況を踏まえ効果的な財
源配分と効率的な財政運営に努
めます。また、ふるさと応援寄附 
⾦の取り組みを推進します。 
 

〇⻑期的な財政推計の実施 
〇「財政健全化法」による指標の公表 
〇地⽅公会計制度への対応 
〇公有財産・物品等の適切な管理 
〇未利⽤財産の処分検討 
〇ふるさと応援寄附⾦制度による町の魅⼒発信 

⑤ 近隣市町との連携により共通す
る課題に協⼒して対処し、互いに
効率的な⾏政運営を⾏うための協
議を継続していきます。 

〇定住⾃⽴圏協定による相互連携の推進 
〇広域事業を安定的に運営させるための継続した

協議の実施 

 

 

 

 

 

 


